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食用生鮮殻付卵の輸入検疫要領 

 
 家畜伝染病予防法施行規則（農林省令第３５号）第４５条の卵のうち、第４３条の表の

鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のか

も目の鳥類に係る法第３７条第１号及び第３号に掲げるものの項中欄に掲げる地域以外の

地域から食用に供する目的で船舶貨物、又は航空貨物として輸入される生鮮殻付卵（以下

「食用生鮮殻付卵」という。）の輸入検疫は、次によることとする。 
 
１．輸入条件等 
（１）生産地の条件 

ア．輸出国（日本向け家きん肉等の輸出に係る家畜衛生条件において地域主義を適用

している国にあっては、輸出国を生産農場が所在する地域（州、県等））には、当該

食用生鮮殻付卵の輸出前９０日間高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフ

ルエンザの発生がないこと。ただし、輸出前９０日間は、別途農林水産省消費・安全

局から通知があった国等については、当該期間とする。 
イ．食用生鮮殻付卵の生産地（生産農場を中心とした半径５０km 内の地域をいう。）

には、当該食用生鮮殻付卵の輸出前９０日間ニューカッスル病、家きんコレラ及びそ

の他輸出国政府機関が悪性と認める家きんの伝染性疾病の発生がないこと。 
（２）施設等の条件 

ア．食用生鮮殻付卵の集荷、洗浄、消毒、選別、包装等を行う施設（以下「施設」と

いう。）は、衛生的措置が講じられていること。 
イ．食用生鮮殻付卵は、汚物等の付着がなく、かつ、有効塩素おおむね２００ppm の

消毒液により消毒されていること。ただし、施設が所在する地域（施設を中心とした

半径５０km 以内の地域をいう。）に当該食用生鮮殻付卵の輸出前９０日間ニューカッ

スル病、家きんコレラ及びその他輸出国政府機関が悪性と認める家きんの伝染性疾病

の発生がなく、かつ、当該食用生鮮殻付卵の生産地から施設までの輸送が防疫上安全

に行われる場合には、その旨の証明をもって消毒に替えることができる。 
ウ．食用生鮮殻付卵の容器、包装は、清潔で衛生的なものであること。 

（３）輸送及び保管の条件 
食用生鮮殻付卵は、輸出までの間、家きんの伝染性疾病の病原体に汚染のおそれの

ない方法で、輸送、保管されること。 
（４）検査証明書の記載内容 
   前記（１）、（２）及び（３）について輸出国政府機関の証明がなされていること。 
 
 



２．輸入検査等 
家畜防疫官は、輸入港における検査において、前記１の各条件を満たし、かつ、家きん

の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないと認められる場合には、家畜伝染病予防法

（昭和 26 年法律第 166 号）第４４条の規定に基づき輸入検疫証明書を交付する。輸入検疫

証明書を書面により直接交付する場合は「畜産物の輸入検査要領」（令和５年３月 24 日付

け４動検第 1322 号）に準じて行う。 


